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平成２１年１０月２６日の鳩山首相の所信表明演説において、「財政 

のみの視点から医療費や介護費をひたすら抑制してきたこれまでの方針

を転換し、質の高い医療・介護サービスを効率的かつ安定的に供給   

できる体制づくりに着手する」旨の方針が示され、後期高齢者医療制度

を廃止し、新たな制度を創設する考えが表明された。 

 

新制度のあり方については、今後開催される「高齢者医療制度改革  

会議」で検討されることとなったが、本年９月３０日に当協議会が提出

した要望事項を十分踏まえ、被保険者等に不安や混乱を招くことなく、

幅広い国民の納得と信頼が得られる新たな制度が設計されることを望む

ものである。 

 

また、新制度移行まで継続される現行制度についても、これまでの  

運営等において既に改善が行われた事項については継続実施し、さらに、

課題とされている事項についても早急に改善することが必要である。 

 

現行制度の円滑な運営と新制度の構築に向け、下記に掲げる事項に 

ついて、特段の配慮をされるよう要望する。 

 

 

記 



 

後期高齢者医療制度に関する重点要望 

 

１ 現行制度に関する重点要望事項 

（１） 現行制度の継続期間においては、これまでに課題として整理  

されている事項について、広域連合、市区町村等との意見交換を

十分に行い、その意見を尊重し、現場等への影響を考慮した上で、

スケジュールの調整等を行い、早期に改善すること。 

 

（２） 次期特定期間に係る保険料率の改定において、被保険者の負担

増を最大限軽減すべく、国において十分な財源を確保し、抑制  

措置を行うこと。 

また、今年度限りとされている保険料軽減措置についても継続

実施し、その財源は全額国において負担とすること。 

 

（３） 保険料の特別徴収について、対象となる年金の選択性の導入、

月次捕捉による速やかな特別徴収移行等が可能となるよう関係 

機関へ要請し、改善すること。 

 

（４） 広域連合及び市区町村の業務に支障が生じないよう、適宜、  

適切な電算処理システムの改修を行うこと。 

    その際、広域連合及び市区町村の関連システムへの影響を十分

に考慮し、動作確認などの検証を確実に行える期間を確保した 

スケジュールで実施し、必要な経費は、市区町村システムの改修

等も含め、国において万全の財政措置を講じること。 

    また、システムに支障が生じた際には、迅速かつ適切に対処  

できる体制を構築すること。 



 

 

 

２ 新制度に関する重点要望事項 

（１） 新制度の導入に当たっては、国民の合意を得られるよう、持続

可能で分かりやすいものとするため、被保険者及び関係機関と 

十分な議論を行い、意見を反映させるとともに、必要な財源に  

ついては、全額国において確保すること。 

 

（２） 制度の安定的な運営及び権限と責任の所在を明確にするととも

に、国及び都道府県が主体的な役割を果たす制度とすること。 

 

（３） 新制度における電算処理システムの構築に当たっては、十分な

準備・検証期間を確保することにより、完成度が高く、安定した

運用が可能なものとするとともに、支障が生じた際には、迅速  

かつ適切に対処できる体制を構築すること。 

 

 



 

後期高齢者医療制度に関する要望 

 

１ 現行制度に関する要望事項 

（１）国による広報を積極的に行うとともに、広域連合、市区町村等の

広報施策の充実のための財源を確保すること。 

 

（２）保険料について 

① 保険料率上昇要因の一つである後期高齢者負担率を現行のまま

維持すること。 

② 低所得者に係る軽減判定について、世帯から個人へ変更する 

こと。 

③ 被扶養者に係る情報提供時期について、迅速な軽減判定が行え

るよう誕生日後速やかに提供すること。 

④ 審査支払手数料は、保険料算定項目であるため、国庫補助の  

対象とすることにより、被保険者の負担軽減を図ること。 

 

（３）長寿・健康増進事業は、複数年度継続して実施することで効果が

表れるものであるため、継続した財政措置を行うこと。 

 

（４）国庫負担金、調整交付金、国庫補助金等の交付については、年間

交付計画を明確にするとともに、保険者の支払計画に支障のない 

よう速やかに交付すること。 

また、被保険者の負担割合に影響が及ばないよう、国においては

療養給付に対する定率交付は１２分４を確保し、広域連合間の所得

格差を調整する「調整交付金」は国において別枠で調整額を確保  

すること。 



 

 

 

 

（５）被保険者資格証明書交付に関する発行権限と国の判断基準との 

関係を整理の上、必要な措置を講じること。 

 

（６）基準収入額適用申請、限度額適用・標準負担額減額認定申請等の  

各種申請について、必要な情報が公簿等により確認できるものは、

申請を省略できるものとすること。 

 

（７）医療費の一部負担金の負担割合及び自己負担限度額の負担区分の

判定を個人単位で行うこと。 

 

（８）柔道整復、はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る支給申請

書等について、電子データ化の推進を行うこと。 

 

（９）年金記録の訂正により年金受給額が増額された被保険者等への 

対応について、国民健康保険・介護保険と同様、広域連合等関係  

機関に対し、その取り扱いを示すこと。 

 

 

 



 

 

 

２ 新制度に関する要望事項 

（１）制度説明に当たっては、国の責任において、被保険者等に十分な

周知広報を行うことにより、現場に混乱が生じないようにすること。 

 

（２）新制度における電算処理システムの構築費用（ハード、ソフト、

研修）については、地方へ負担を転嫁することなく、国の責任に  

おいて全額措置すること。 
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